
所沢市業務委託最低制限価格取扱要綱 

  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、所沢市が発注する業務委託契約に係る一般競争入札又は指名競争

入札（以下「競争入札」という。）について、行政サービスの質の低下を防ぐととも

に、公契約の下で働く労働者の適正な賃金の確保を図るため、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２項（同令第１６７条の１３において準

用する場合を含む。）の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて必要な事

項を定めるものとする。  

（最低制限価格を設定する競争入札）  

第２条  最低制限価格を設定する競争入札は、次に掲げる業務のうち、予定価格が５０

万円を超える競争入札とする。ただし、市長が最低制限価格を設定することが適当で

ないと判断する競争入札については、この限りでない。  

⑴ 建物総合管理業務  

⑵ 警備業務 （機械警備を除く。） 

⑶ 清掃業務  

⑷ 電算業務 

⑸ 給食に係る調理業務 

⑹ 受付・案内業務 

⑺ 施設設備の保守点検・管理運転業務 

⑻ 設計・調査・測量に係る業務（建設工事に伴う設計、調査及び測量業務を除く。） 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（最低制限価格等の算出方法）  

第３条  最低制限価格は、予定価格に１０分の７を乗じて得た価格（その価格に１円未

満の端数がある場合は、その端数を切り上げた価格）とする。  

２ 最低制限価格を入札書に記載する金額と比較するときは、予定価格に１１０分の１

００を乗じて得た価格（その価格に１円未満の端数がある場合は、その端数を切り下

げた価格）に１０分の７を乗じて得た価格（その価格に１円未満の端数がある場合は、

その端数を切り上げた価格）とする。 

（入札参加者への周知）  

第４条  最低制限価格を設定する場合は、一般競争入札にあっては入札公告に、指名競

争入札にあっては指名通知に、当該競争入札が最低制限価格を設定している旨を記載

しなければならない。  

（落札者の決定）  

第５条  最低制限価格を設定する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価

格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札

者とする。  



２  落札となるべき同価の入札をした者が２以上ある場合は、くじにより落札者を決定

するものとする。  

（その他）  

第６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成２９年３月１日から施行し、同年４月１日以後の日を契約期間の初

日とする契約について適用する。 

附  則  

この要綱は、令和２年３月１日から施行し、同年４月１日以後の日を契約期間の初日

とする契約について適用する。 

附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の所沢市業務委託最低制限価格取扱要綱第２条の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う契約について適用し、同日前に

入札公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。 

 


